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令和６年第１１回海老名市農業委員会定例総会 

 

 令和６年１１月２６日「令和６年第１１回海老名市農業委員会定例総会」を議員全員協

議会室に招集した。 

 招集委員は１４名、応召委員は１２名で次のとおりである。 

１番 深澤 伸治   ２番 宮䑓 功   ３番 澤地 正典   ４番 井上 勝 

５番 鈴木 守    ６番 岩壁 正和             ８番 波多野 寛 

９番 市川 和美  １０番 小松 佐一 １１番 鈴木 徹   １２番 橋本 保  

１３番 青木 莊一  

 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。 

１５番 本多 洋  １６番 大貫 信夫 １７番 重田 政一  １８番 西海 正義 

１９番 西山 勝敏 ２０番 鴨志田ひろし 

 

 事務局の出席は次のとおりである。 

事務局長 秦 芳生、主幹兼管理係長 尾山 剛、主  査 加藤友彦、 

主  事 髙野 栞 

 

 会議事項は次のとおりである。 

日程第１ 議案第５４号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第２ 議案第５５号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第３ 議案第５６号  引き続き農業を行っている旨の証明について 

日程第４ 議案第５７号  農用地利用集積計画（案）について「貸し借り」 

 

 審議事項は次のとおりである。 

（１）農地造成工事施工届出書について 

（２）農地の使用貸借権の解約について 

（３）農地の一時使用について 

（４）生産緑地の斡旋について 

（５）農地転用届出による専決処分について 
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 会長が開会を宣言した。（開会の時間：午後１時３０分） 

【議  長】 本日は７番委員と１４番委員が欠席しております。よって、ただいまの出

席委員は１２名です。また、農地利用最適化推進委員６名が出席をしており

ます。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

       次に、海老名市農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員

を指名させていただきますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしですので、１３番委員と６番委員を指名いたします。 

       それでは、議案書３ページから５ページ、４．報告事項（１）活動状況、

（２）農地の異動状況、（３）県許可の状況について、事務局から説明をお

願いいたします。 

【事務局長】 （先月の活動状況、農地異動状況、県許可の状況を報告した。） 

【議  長】 報告事項が終了いたしました。ただいまの報告につきまして、何かご質問

等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようでしたら、報告事項ですのでこの程度にさせていただきます。 

       本日は、傍聴人がおりませんので、このまま会議を続けていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

       それでは、議案書９ページ、５．付議事項の日程第１、議案第５４号 農

地法第３条の規定による許可申請について を議題といたします。 

       受付番号２２について、事務局から提案説明をお願いします。 

【主  査】 それでは、説明させていただきます。 

       受付番号２２、申請地は、大谷南■■■■■■■■■、登記簿地目、畑、

現況地目、畑、■■■平米です。譲受人は、大谷南■■■■■■■■、■■

■■、譲渡人は、大谷南■■■■■■■■、■■■■■、権利の種類は、所

有権の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図及び写真については

、資料１でございます。 

       以上です。 

【議  長】 続きまして、事務局から詳細説明をお願いいたします。 
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【主  査】 まず、本日、欠席されている７番委員さんのご意見ということでお伺いし

ております。こちらについては特に問題はないということでしたので、ご報

告させていただきます。 

       続きまして、補足説明をさせていただきます。 

       ■■■■さんの農家世帯としての状況ですが、■■さんお１人が農業従事

者で、経営主でございます。こちらなのですが、以前、新規就農しました■

■さんのおじさんということで、今現在も■■さんが手伝っているそうです

。農業への従事状況に関してですが、■■さんの農業経験年数は２０年、農

業従事日数は３００日とのことです。■■さんの世帯の現在の農業経営面積

は、自作地は畑のみで■■■■■平米です。機械は、トラクター１台、耕運

機５台、軽トラック等を所有しており、機械の面、労働力の面、技術の面を

見ても譲受人として特に問題ないと思われます。そのほか、許可することが

できない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はご

ざいません。この案件に関して特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。１３番委員。 

【１３番委員】 では、報告いたします。昨日、第４班、３名で現地確認に行ってまいり

ました。現地においては、この写真のとおり、きれいに整地されており、特

に問題はないと考えられます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号２２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、採決をさせていただきます。 

       受付番号２２を許可することについて、賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可とするものといたします。 

       続きまして、受付番号２３についてですが、お諮りをいたします。 

       受付番号２３と２４は、申請理由が世帯用贈与であり、譲渡人が同じ譲受
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人の２人が譲渡人と同一世帯であることから、説明、質疑、意見まで一括し

て行い、採決は個別に行いたいと思いますが、ご異議ございませんでしょう

か。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 それでは、事務局から一括して提案説明をお願いいたします。 

【主  査】 受付番号２３、申請地は、上今泉■■■■■■■■、登記簿地目、田、現

況地目、田、■■■平米です。譲受人は、上今泉■■■■■■■■、■■■

■、譲渡人は、上今泉■■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権

の移転、目的は、世帯内贈与です。現地の案内図及び写真については、資料

２でございます。 

       続きまして、受付番号２４、申請地は、上今泉■■■■■■■■■、登記

簿地目、田、現況地目、田、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりでござ

います。譲受人は、上今泉■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、上今泉

■■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、世帯

内贈与です。こちら、現地の案内図及び写真については、資料３でございま

す。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。４

番委員。 

【４番委員】 先月６日に■■さんがお見えになって、将来のためにお子さん２人に生前

贈与をさせていただきたいというお話がありました。ちなみに私もその隣の

田んぼを持っておりましたので、よく事情が分かりますので、特に問題はな

いと思います。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明を一括でお願いいたします。 

【主  査】 ■■■■さん、■■さんの農家世帯としての状況でございますが、譲渡人

である■■さんと、譲受人で子の■■さん、■■さんの３人が農業従事者だ

そうです。経営主は、令和６年の農家台帳では■■さんとなっております。

農業への従事状況に関してですが、■■さんの農業経験年数は５０年、農業

従事日数は３００日、■■さんの農業経験年数は１０年、従事日数は６０日
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、■■さんの経験年数は１０年、従事日数は６０日とのことです。■■さん

の世帯の現在の農業経営面積は、自作地で田が■■■■■平米、畑が■■■

■■■■■平米、合計■■■■■■■■平米です。機械は、トラクター１台

、耕運機２台、田植機１台、コンバイン１台、軽トラック等を所有しており

、機械の面、労働力の面、技術の面を見ても譲受人として特に問題ないと思

われます。そのほか、許可をすることができない場合が定められている農地

法第３条第２項各号に該当する項目はございません。この案件に関して特に

問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。１３番委員。 

【１３番委員】 現地確認の結果、世帯内贈与ということもありまして、現状はきれいに

整地されており、また、管理もしっかりされている、特に問題ないと思いま

す。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号２３と２４について、質疑のある方は一括でお願いい

たします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、採決に入ります。 

       まず、受付番号２３について、許可することに賛成の方の挙手を求めます 

      。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可とするものといたします。 

       続きまして、受付番号２４について、許可することに賛成の方の挙手を求

めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可とするものといたします 

       続きまして、受付番号２５について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 
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【主  査】 受付番号２５、申請地は、本郷■■■■■■■■■、登記簿地目、田、現

況地目、畑、■■■平米です。譲受人は、本郷■■■■■、■■■、譲渡人

は、本郷■■■■■■、■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経

営規模拡大です。現地の案内図及び写真は、資料４でございます。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。地区委員の意見をお伺いいたします。１２番委

員。 

【１２番委員】 資料４－１を見ながら説明いたします。 

       先日、申請者の■■■さんが参りまして、この件につきまして詳細の説明

を伺いました。■■さん宅は代々続く大きな農家でございまして、■■■も

併せて経営されております。現在は田んぼと野菜畑を作っております。また

、■■さん宅周辺の農地と宅地、県道２２号線、用田橋から■■■■■方面

に抜ける道なんですけれども、これの拡幅工事の買収対象地になっておりま

して、農地が減るということで、近くに農地を求めてまいりました。幸い、

きれいな畑が見つかりまして、購入して、これからも野菜作りをしたいとい

う旨でございます。趣旨としましては、経営を維持拡大ということでござい

まして、何ら支障となる点がないかと思われます。ご審議、お願いいたしま

す。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】 ■■■さんの農家世帯としての状況でございますが、■さんのお兄さんの

■さん、お兄さんのお嫁さんの■■さんの３人が農業従事者だそうです。経

営主は、令和６年の農家台帳ではお兄様の■さんとなっております。農業へ

の従事状況に関してですが、■さんの農業経験年数は５０年、農業従事日数

は２８０日、■さんの経験年数は５０年、従事日数は３００日、■■さんの

経験年数は５０年、従事日数は２００日とのことです。■■さんの世帯の現

在の農業経営面積についてですが、自作地で、田んぼ、■■■■■平米、畑

、■■■■■平米、合計、■■■■■平米でございます。機械は、トラクタ

ー１台、耕運機３台、軽トラック等を所有しておりまして、機械の面、労働

力の面、技術の面を見ても譲受人として特に問題ないと思われます。そのほ
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か、許可することができない場合が定められている農地法第３条第２項各号

に該当する項目はございません。この件に関しまして特に問題ないと思われ

ます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。１３番委員。 

【１３番委員】 昨日の現地確認の結果、御覧のとおり、現地も非常にきれいに整理され

ており、特に問題となるような箇所は見当たりませんでした。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号２５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号２５について、採決をさせていただきます。 

       許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可とするものといたします。 

       続きまして、受付番号２６ですが、本案件の申請人が私で、議事参与の制

限に該当いたします。本件につきましては、海老名市農業委員会会議規則第

３条に基づき、２番委員に議長をお任せしたいと思いますが、ご異議ござい

ませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 それでは、２番委員、よろしくお願いいたします 

       それでは、退席をさせていただきます。 

         （１番委員退席） 

【２番委員】 それでは、皆様にご承認いただきましたので、この案件について、議長を

務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

       それでは、受付番号２６について、事務局から提案説明をお願いいたしま

す。 

【主  査】 受付番号２６、申請地は、上郷■■■■■■■、登記簿地目、田、現況地

目、田、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりでございます。譲受人は、
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上郷■■■■■、■■■■、譲渡人は、上郷■■■■■、■■■■、権利の

種類は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与です。現地の案内図及び写真に

ついては、資料５でございます。 

       以上です。 

【２番委員】 ただいま提案説明が終わりました。地区委員は１番委員のため、意見は求

めないことから、引き続き、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】 ■■■■さんの農家世帯としての状況でございますが、■■さんと妻の■

■さん、お父様の■■さん、お母様の■■さんの４人が農業従事者だそうで

す。経営主は、令和６年の農家台帳ではお父様の■■さんとなっております

。農業への従事状況に関してですが、■■さんの農業経験年数は１２年、農

業従事日数は１５０日、奥様、■■さんの経験年数は５年、従事日数は１０

０日、お父様、■■さんの経験年数は４８年、従事日数は２５０日、お母様

、■■さんの経験年数は４３年、従事日数は２００日とのことです。■■さ

ん世帯の現在の農業経営面積については、自作地で、田が■■■■■■■平

米、畑が■■■■■平米、合計、■■■■■■■平米です。機械は、トラク

ター１台、耕運機１台、田植機１台、コンバイン１台、軽トラック等を所有

しており、機械の面、労働力の面、技術の面を見ても譲受人として特に問題

ないと思われます。そのほか、許可することができない場合が定められてい

る農地法第３条第２項各号に該当する項目はございません。この案件に関し

て特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【２番委員】 それでは、現地調査班の意見を伺います。１３番委員。 

【１３番委員】 現地確認の結果、こちらも特に問題となるような箇所は見当たりません

でした。 

       以上です。 

【２番委員】 それでは、受付番号２６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【２番委員】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【２番委員】 ないようですので、受付番号２６について、採決をさせていただきます。 
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       許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【２番委員】 挙手全員、よって、許可するものといたします。 

       これをもって議長の任を解かせていただきます。ご協力、ありがとうござ

いました。 

       暫時休憩といたします。 

         （１番委員復席） 

【議  長】 ２番委員、どうもありがとうございました。 

       それでは、再開いたします。 

       次に、議案書７ページ、５．付議事項の日程第２、議案第５５号 農地法

第５条の規定による許可申請について を議題といたします。 

       受付番号１２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号１２です。申請地は、上郷■■■■■■■、こ

ちらは神奈川県の企業庁、海老名水道営業所というのがあるのですが、そこ

のちょうど北側のところになります。登記簿地目、田、面積、■■■平米の

うち■■■■■■平米、議案書のとおりでございまして、■■■平米のうち

■■■■■■平米を神奈川県が、■■■■■平米を海老名市がそれぞれ道路

拡幅事業のため用地買収を行う予定でございます。転用者は、海老名市上郷

■■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■■、代表取締役■■■■、

譲渡人は、同住所地である海老名市■■■■■■■■■■、■■■■、議案

書のとおりでございます。転用の目的は、駐車場、権利の種類は、賃借権の

設定でございます。現地の案内図等につきましては、資料６－１から６－６

を御覧ください。なお、資料につきましては、現地の案内図及び写真のほか

、公図、求積図、土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図、コン

クリートブロック積み断面図をお配りしております。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       地区委員の意見としては、私のほうから述べさせていただきます。 

       分かりやすいのが資料６－５を開いていただけたらと思います。この場所

は市道５９号線を北に面していまして、西に市道１４号線、これは下門線と
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なる予定でございます。その市と県の用地、先ほども事務局のほうから言っ

ていただきましたが、道路拡張ということで買収されているということです

。農業委員会と私といたしましては、東側に水路がありまして、その水路と

民地の間に官地がございます。その官地に草が出ないようにと、コンクリで

処理をしてくれということでお願いをいたしました。その結果、処理をする

というような返事をいただいております。そしてまた、照明がちょっと心配

でしたけれども、照明はつけないということになっておるそうでございます

。 

       以上でございます。 

       それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、詳細説明でございます。 

       本件の転用者であります■■■■■■■■■■■■■■でございますけれ

ども、こちらの会社ですが、■■■の不動産管理業務を行う会社でございま

して、代表取締役である■■■■は、譲渡人である■■■■の■に当たりま

す。前所有者の死去後、現所有者である■■■■が耕作をしておりましたが

、サラリーマンを本業としており、兼業で耕作を続けていくことが難しくな

ったため、今後の維持管理方法を検討しておりました。申請地は、道路拡幅

事業のある県道及び市道に隣接しており、交通量も多く、ＪＲ相模線海老名

駅から徒歩圏内の立地にあります。さらに、申請地周辺部では開発も進んで

おりますので、近隣企業の従業員や駅通勤者からの駐車場の設置要望が複数

あり、検討の結果、月極駐車場を計画し、本件申請に至っております。 

       本件申請地の農地の立地基準につては、第３種農地となります。別紙資料

の６－１の中段に記載してありますとおり、本申請地は農用地区域外にあり

、甲種農地の要件に該当せず、西側道路に上水管、下水管が埋設されている

道路の沿道の区域にあり、かつ、おおむね５００メートル以内に海老名むら

やま歯科及びえびなの風保育園が存することから、第３種農地と判断できま

す。 

       続きまして、資料６－４の土地利用計画図を御覧ください。図は、上が北

側を指しております。敷地全体をアスファルト舗装とし、敷地南側に雨水浸

透施設を新設し、水勾配をつけることにより、雨水浸透施設へ流し、雨水対
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策を行う計画となっております。車両の進入につきましては、北側の道路か

ら出入りを行います。被害防除につきましては、敷地周辺、とりわけ農地に

隣接いたします東側及び南側でございますけれども、こちらにはコンクリー

トブロックを３段積み、農地に隣接しない箇所にはコンクリートブロック１

段積みとし、その上にメッシュフェンスを設置し、隣接地に影響を及ぼさな

いようにしております。なお、当該申請地は、先ほどもお話ししましたとお

り、西側の道路につきましては神奈川県が、北側の道路は海老名市がそれぞ

れ拡幅事業のための用地買収を行っている箇所になりますので、道路拡幅事

業完了後に駐車場としての本格的な造成工事に入る予定でございます。それ

までの間ですけれども、整地のための土盛工事までを行う予定でございます

。誓約書により、許可後の転用目的どおり、使用の誓約や隣地同意書による

近隣農地所有者からの同意も得ており、市のまちづくり条例に基づく協議も

終了していることから、転用が不確実とされる要因は確認できず、周囲の土

地への被害防除策も図られていることから、転用やむなしと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。１３番委員。 

【１３番委員】 現地は御覧の６－４のとおり確認いたしましたが、隣の用排水路等につ

いても特に問題なしということでございまして、今回については不具合に値

する項目はないということで、許可でいいと思います。 

【議  長】 それでは、受付番号１２について、質疑のある方。 

【１９番委員】 第３種農地ということで、駐車場に転化しても問題ないと思うんですけ

れども、この道路、県道の拡幅が今後行われて道路としてできてくる、市道

のほうもある程度拡幅してくるとなると、この一斉にある農用地は、畑です

けれども、転用の可能性が出てきてしまうのか、それとも、あくまでも３種

農地の許可の範囲内でもって転用がされていくのかということをちょっとお

聞きしたいんです。 

【主幹兼管理係長】 今のご質問なのですけれども、県道が拡幅されるからとか、市道が

拡幅されるから、そこが転用可能になるというよりも、まず農地の種別を調

べる際には、その土地ですね、１筆に対してそこの上水管が埋設されている

とか、隣接されている道路にあるとかという、そういったところを調査して
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いきますので、道路が拡幅されるから転用ができるとかではなくて、あくま

でも農地の種別を調べるには、その土地１筆に対してうちのほうは調べてい

くという形になります。 

【１９番委員】 条件によっては歯抜けの状態で転用がなってくるという可能性もあり得

るんでしょうかね。 

【主幹兼管理係長】 可能性としてはそのような可能性もあるかと思います。 

【議  長】 ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号１２について、採決をさせていただきます。 

       許可相当にすることに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可相当とさせていただきます。 

       次に、議案書８ページ、日程第３、議案第５６号 引き続き農業を行って

いる旨の証明について を議題といたします。 

       受付番号２２について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号２２、引き続き農業を行っている旨の証明につ

いて でございます。この証明は、農地の相続税納税猶予制度を受けている

方が、３年ごとに引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提

出する際に必要なものでございます。過去３年間において相続税の納税猶予

を受けている農地を農地として管理してきたかということを農業委員会が証

明するものでございます。 

       それでは、受付番号２２番でございますけれども、被相続人は、大谷■■

■■■■、■■■、相続人は、大谷南■■■■■■■■■、■■■■■、引

き続き農業を行っている期間は、令和３年１１月２６日から令和６年１１月

２６日までです。特例農地等の明細でございますが、大谷南■■■■■■■

、現況地目、田、登記簿地目、田、農業振興地域内、面積、■■■平米、ほ

か１０筆、議案書のとおりでございます。事務局で１１月１１日に現地調査

を行ったところ、農地として適正に管理されておりましたので、特に問題な
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いと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号２２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑も意見もないようでございますので、受付番号２２について、採決を

させていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       次に、議案書９ページから１７ページ、日程第４、議案第５７号 農用地

利用集積計画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

       お諮りをいたします。今回、審議による計画案は全部で４１案です。新た

に貸し借りを始める新規計画案は７案、貸し借りを継続する計画案は３４案

になっております。また、本日出席委員の中で農業委員会等に関する法律第

３１条の議事参与の制限に受けるものが、新規計画案７案のうち１案、継続

計画案３４案のうち１案あります。そこで、効率よく進めるためには、初め

に、議事参与の制限のある新規計画（受付番号３５）と継続計画案（受付番

号３６）の２案を最初に説明、質疑、意見、採決を一括で行い、続いて、新

規の残り６案について、説明、質疑、意見、採決を一括で行い、最後に、継

続計画案３３案について、こちらも説明、質疑、意見、採決を一括で行い、

審議をしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、そのように進めさせていただきます。 

       それでは、まず初めに、議案書１０ページから１１ページ、受付番号３５

と３６について、５番委員が貸し手として議事参与の制限に該当しますので

、審議終了まで退席をお願いいたします。 

       暫時休憩といたします。 
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         （５番委員退席） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       受付番号３５及び３６について、事務局から一括して説明をお願いいたし

ます。 

【主  事】 改正前の農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて、当事

者より申出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程いたします

。海老名市では、この貸し借りの期間について、便宜上、全ての終期を１２

月末としております関係で、この期限が迫っている旨のお知らせを１０月中

旬頃に送付しておりまして、既に貸し借りを行っている方が早めの継続のた

めに手続を行うことが多いため、今回、件数が多くなっておりますので、先

ほどご説明いただいた順で説明させていただきます。 

       まず、受付番号３５です。借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■

、貸し手は、大谷南■■■■■■■■、■■■、貸し借りする農地は、大谷

■■■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、ほか１筆、議案書の

とおりです。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸

し借りの期間は、令和７年１月１日から令和９年１２月３１日までの３年間

でございます。こちらは農業振興地域内、１件、新規の計画となります。 

       続いて、受付番号３６です。借り手は、大谷北■■■■■■■■■、■■

■■、貸し手は、大谷南■■■■■■■■、■■■、貸し借りする農地は、

大谷■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、ほか２筆、議案書の

とおりです。貸し借りの権利の種類は、賃借権の設定、利用目的は、水田、

貸し借りの期間は、令和７年１月１日から令和９年１２月３１日までの３年

間です。こちらは農業振興地域内、１件、継続の計画となります。これらの

案件につきまして、１１月１２日に現地調査を行いましたところ、現地は農

地として適正に管理されておりました。また、借り手はいずれも市内の農業

者であり、法的要件が定められている改正前の農業経営基盤強化促進法第１

９条第４項の各要件を満たしておりますため、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       受付番号３５及び３６について、質疑のある方は一括でお願いいたします 



 15

      。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号３５及び３６について、一括して採決をさせ

ていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、そのように決しました。 

       暫時休憩といたします。 

         （５番委員復席） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       続きまして、新規の６案（受付番号４０、４１、４６、６１、６３、６４

番）について、事務局から一括して説明をお願いいたします。 

【主  事】 議案書１２ページ、受付番号４０です。借り手は、海老名市勝瀬１７５番

地の１、一般社団法人海老名市農業支援センター、代表理事萩原圭一、貸し

手は、今里■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、今里■■

■■■■■、現況地目、畑、地積、■■■平米、議案書のとおりです。貸し

借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期間は、令

和７年１月１日から令和７年１２月３１日までの１年間です。 

       続いて、受付番号４１です。借り手は、受付番号４０と同じのため、割愛

します。貸し手は、上郷■■■■■■■■■、■■■、貸し借りする農地は

、上郷■■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、議案書のとおり

です。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借り

の期間は、令和７年１月１日から１２月３１日までの１年間です。 

       続きまして、議案書１３ページの受付番号４６です。借り手は、本郷■■

■■■■、■■■■、貸し手は、本郷■■■■■■、■■■■、貸し借りす

る農地は、本郷■■■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、ほか

２筆、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は

、水田及び普通畑、貸し借りの期間は、令和７年１月１日から令和９年１２
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月３１日までの３年間です。 

       続きまして、議案書の１６ページの受付番号６１番です。借り手は、大谷

南■■■■■■■■、■■■■、貸し手は、上河内■■■■■■■、■■■

■■、貸し借りする農地は、上河内■■■■■■■、現況地目、畑、地積、

９９１平米、ほか７筆、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、賃借権の

設定、利用目的は、全て普通畑、貸し借りの期間は、令和７年１月１日から

令和１１年１２月３１日までの５年間です。 

       続いて、受付番号６３番です。借り手は、社家■■■■■■■■■、■■

■■、貸し手は、社家■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は

、社家■■■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、議案書のとお

りです。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借

りの期間は、令和７年１月１日から１２月３１日までの１年間です。 

       最後が、議案書１７ページの受付番号６４です。借り手は、社家■■■■

■■■■■、■■■■、貸し手は、社家■■■■■■■■■、■■■■及び

■■■■、貸し借りする農地は、社家■■■■■■■、現況地目、田、地積

、■■■平米、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定

、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和７年１月１日から１２月３１

日までの１年間です。 

       これら、６件全て、農業振興地域内の新規の計画となります。こちらも１

１月１２日に事務局で現地調査を行いまして、農地として適正に管理されて

おりました。借り手は全て市内農業者でありますので、こちらも問題ないと

思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       受付番号４０、４１、４６、６１、６３、６４番について、質疑のある方

は一括でお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号４０、４１、４６、６１、６３、６４番につ



 17

いて、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、そのように決しました。 

       続きまして、継続の３３案について、事務局から一括して説明をお願いい

たします。 

【主  事】 継続の案件なのですけれども、説明の前に議案書の訂正をお願いしたい箇

所がございますので、先にご説明いたします。 

       まず１か所目、議案書の１４ページのナンバー５２の貸し手の方なのです

けれども、■■■■様になっているのですが、■■の「■」の字が違ってお

りまして、正しくは上の５１番の■■さん、２名いらっしゃるんですけれど

も、その「■」と一緒で、■■■■■■■■■■■■■■「■」なので、訂

正をお願いします。 

       あともう１か所ございまして、議案書１７ページになります、受付番号６

５と６６の借り手の方、■■■■様の「■」の字が、今、■■■■■■■■

■■■■「■」になっているんですけれども、正しくは■■の「■」の字、

■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■の「■」の字なので。 

       説明をさせていただきます。 

       継続の案件につきましては、議案書９ページから１０ページの受付番号２

７から３４までの８件、議案書１１ページの受付番号３７から３９までの３

件、１２ページ、１３ページの受付番号４２から４５までの４件と、４７、

４８の２件、議案書１４ページから１６ページの受付番号４９から６０まで

の１２件と、６２の１件、最後、議案書１７ページの受付番号６５から６７

までの３件、合計３３件につきましては、全て継続の計画でございますので

、説明は議案書のとおりとさせていただきます。 

       以上、一括して説明いたしました。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       継続の３３案について、質疑のある方は一括でお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 
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【議  長】 ないようですので、一括して意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、継続の３３案について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、そのように決しました。 

       次に、議案書１８ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議によ

らない案件の（１）農地造成工事施工届出書について を案件といたします

。 

       受付番号５について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】 受付番号５、申請地は、門沢橋■■■■■■、現況地目、田、■■■平米

、調整区域内です。土地所有者は、本郷■■■■■■■■■、■■■■、施

工業者は、中野■■■■■■■■■、■■■■■■■■■■、代表取締役■

■■です。申請地を畑として利用するための田から畑への盛土の届出です。

申請地の地図は資料７－１、公図は資料７－２、資料７－３が計画平面図に

なります。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。１３番委員。 

【１３番委員】 現地は確認したところ、両側が畑に囲まれておりまして、現状として申

請者の方はここを同じように畑として利用したいという旨があったと思われ

ます。特にそれ以外の思い当たるといいますか、弊害となるようなところは

ございませんでした。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号５について、質疑のある方はどうぞ。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、農地造成工事について了承としたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。 
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       前後して、すみません。補足の説明を事務局のほうから行いたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

【主  査】 補足の説明です。資料３を御覧いただければと思います。現地は、現況を

田として使用されておりますが、今回、その東隣の自己所有の畑と同様に、

田から畑とする申請となります。東西の境界部分につきましては、そのまま

すりつける形としまして、北側は境界から３０センチセットバックし、３０

度の土羽といたします。南側の道路側につきましては、図面上、水路から３

０度の土羽という形になっておりますが、所有者に確認したところ、水路側

についても３０センチセットバックして、３０度の土羽にて施工するとのこ

とでした。高さについては、田面から約７５センチの盛土としまして、東側

の■■さん自身の畑と合わせる計画となっております。誓約書や隣地同意の

添付もありまして、本届出については特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号５について、質疑のある方はどうぞ。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、農地造成工事について了承としたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       次に、議案書１９ページ、（２）農地の使用貸借権の解約について を案

件といたします。 

       受付番号１１についてですが、お諮りいたします。 

       受付番号１１と１２は、貸人が同一世帯農家で、借人が同じであることか

ら、説明、質疑まで一括して行いたいと思いますが、ご異議ございませんで

しょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 それでは、事務局から一括して提案説明をお願いいたします。 

【主  査】 農地の使用貸借権について、合意解約が行われた旨の通知がありましたの

で、報告いたします。 

       受付番号１１、届出地は、社家■■■■■■■■、登記簿地目、田、現況
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地目、田、地積、■■■平米、議案書のとおりです。貸人は、社家■■■■

■■■■■、■■■■、借人は、社家■■■■■■■■、■■■■でござい

ます。こちらは、農用地利用集積計画作成により行われておりました水田の

使用貸借権の解約となります。合意により解約する日は令和６年１１月３日

、土地の引渡し日も同日の令和６年１１月３日で行います。 

       続いて、受付番号１２です。届出地は、社家■■■■■■■、登記簿地目

、田、現況地目、田、地積、■■■平米、議案書のとおりです。貸人は、社

家■■■■■■■■■、■■■■及び■■■■、借人は、社家■■■■■■

■■、■■■■でございます。こちらも、水田の使用貸借権の解約となりま

す。合意により解約する日は令和６年１１月３日、土地の引渡し日も同日の

令和６年１１月３日です。 

       なお、こちら、２件とも、先ほど農用地利用集積計画（案）にてご説明い

たしましたが、議案書の１６ページのナンバー６３と議案書１７ページのナ

ンバー６４で、それぞれ令和７年の１月１日から借人を新たに代えて貸し借

りを行う旨の書類が同時に提出をされております。これらの農地につきまし

て、事務局で１１月１２日に現地確認を行いまして、農地として管理されて

いることを確認いたしましたので、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、一括して質疑をお受けいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して了承とさせていただきたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、一括して了承といたします。 

       次に、議案書２０ページ、（３）農地の一時使用について を案件といた

します。 

       お諮りいたします。今回審議する案件のうち、受付番号１１及び１２は、

目的、理由が同じで、同一地区となっております。そこで、効率よく進める

ため、受付番号１１及び１２の２件について、説明、質疑、採決を一括して
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行いたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、そのように進めさせていただきます。 

       それでは、まず初めに、受付番号１１及び１２について、事務局から一括

で説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、農地の一時使用について、受付番号１１から１２を一括

で説明させていただきます。 

       県や市が実施する公共事業に伴う資材置場や工事ヤード等のための農地の

一時使用につきましては、所有者、使用者、事業者の３者から連名で申請を

もらうことにより、農地転用許可不要案件につきまして処理をしております

。農業委員会では、農地を使用することがやむを得ないものであるかどうか

、周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがないかなどを確認いたします

。原則として農業委員会での確認後から現地を使用していただくようにして

おります。 

       それでは、受付番号１１及び１２を一括でご説明いたします。 

       現地の案内図及び公図につきましては、資料８－１を御覧ください。 

       まずは受付番号１１です。申請地は、大谷■■■■■■■、現況地目、畑

、登記簿地目、田、面積、■■■平米、土地所有者は、大谷北■■■■■■

■■■、■■■■■でございます。 

       続きまして、受付番号１２、資料ですと、９－１を御覧ください。申請地

は、大谷■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、田、面積、■■■平

米、土地所有者は、大谷北■■■■■■■■■、■■■■、ほか２名、議案

書のとおりでございます。 

       各土地の使用者は、下今泉■■■■■■■■■、■■■■■■■■、代表

取締役■■■■、各土地の事業主は、勝瀬１７５番地の１、海老名市長内野

優、工事名は、国分一号幹線排水路改修事業、目的は、同事業の作業ヤード

として使用したいとのことです。使用期間につきましては、令和６年１２月

１日から令和７年３月３１日まででございます。なお、地区委員でございま

す７番委員のほうからは、現地について問題ない旨の報告をいただいており

ます。本日、委員の皆様に了承していただきましたら、申請を受理いたしま
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して、当事者へ受理した旨の通知を発送いたします。 

       以上でございます。 

【議  長】 それでは、受付番号１１及び１２について、一括して質疑のある方はお願

いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、了承とさせていただきたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、一括して了承といたします。 

       続きまして、受付番号１３について、事務局から説明をお願いいたします 

      。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号１３です。現地の案内図及び公図につきまして

は、資料１０－１を御覧ください。申請地は、中野■■■■■■■■■、現

況地目、畑、登記簿地目、畑、面積、■■■平米のうち■■■■■平米、土

地所有者は、中野■■■■■■■■■、■■■でございます。土地の使用者

は、大和市中央林間■■■■■■■■、■■■■■■■■、代表取締役■■

■■、土地の事業主は、綾瀬市寺尾本町一丁目１１番３号、神奈川県厚木土

木事務所東部センター、所長池田六大、工事名は、令和６年度橋りょう補修

工事、目的は、駐車場、仮設トイレ置場として使用したいとのことです。使

用期間は、許可日から令和７年１月３１日までです。本日、委員の皆様に了

承していただきましたら、申請を受理いたしまして、当事者へ受理した旨の

通知を発送いたします。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       地区委員の意見をお伺いいたします。１８番委員。 

【１８番委員】 今月の初旬に、担当の  が説明に来まして、橋の改修工事ということ

で、説明されました。資料１０－１の写真のように、説明があったように、

現地を見に行ったところ、当時はまだこんなきれいじゃなかったんですけれ

ども、こちらの写真は全然きれいなんですけれども、耕作されているという

ことと、あとは橋の改修作業ということで、事務局の説明どおりということ
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で、一時的なものなので、よろしいのではないかということで、お話を受け

ました。特に問題ないと思います。 

【議  長】 それでは、受付番号１３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、了承とさせていただきたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       続きまして、受付番号１４について、事務局から説明をお願いいたします 

      。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号１４でございます。資料につきましては、追加

議案として最初にお配りさせていただいたものでございます。申請地は、本

郷■■■■■■■■■■、現況地目、田、登記簿地目、田、面積、■■■平

米のうち■■■■■■平米、ほか８筆、議案書のとおりでございます。土地

所有者は、本郷■■■■■■、■■■■、持分２分の１、■■■■、持分２

分の１、ほか３名、議案書のとおりでございます。土地の使用者は、中野■

■■■■■■■■、■■■■■■■■■■、代表取締役■■■、土地の事業

主は、勝瀬１７５番地の１、海老名市長内野優、工事名は、本郷地区農地耕

作条件改善事業農作業道整備工事（第３工区）、目的は、同工事に伴う道路

整備、作業用通路及び資材等の置場確保のため使用したいとのことです。使

用期間は、令和６年１２月２日から令和７年３月３１日までです。本日、委

員の皆様に了承していただきましたら、申請を受理いたしまして、当事者へ

受理した旨の通知を発送いたします。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       地区委員の意見をお伺いいたします。１２番委員。 

【１２番委員】 この案件につきましては、説明がありました。道路の改修工事に伴う重

機の搬入道路及び工事残土の     道路用地として一時的に使用すると

いうことでございます。 

       以上でございます。 
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【議  長】 それでは、受付番号１４について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、了承とさせていただきたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       次に、議案書２１ページ、（４）生産緑地の斡旋について を案件といた

します。 

       生産緑地番号８７について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、生産緑地の斡旋について、生産緑地番号８７でございま

す。所在地は、今里■■■■■■■■、現況は畑、登記簿地目、山林、面積

、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりでございます。案内図及び現地の

写真につきましては、資料１１－１を御覧ください。令和６年１０月３日付

で、市に対して、現在の土地所有者より、この生産緑地の買取り申出がされ

ましたが、市では買い取らないことが決定されました。その後、市から農業

委員会に対して斡旋の協力依頼が来ているところでございます。斡旋につき

ましては、まず委員の皆様、また、周囲、地区の方に情報提供をしていただ

きまして、買取りを希望されている方がいらっしゃいましたら、議案書にご

ざいますとおり、令和６年１２月２６日の木曜日までに事務局へご連絡くだ

さるようお願いいたします。その結果を翌２７日の金曜日に、海老名市都市

計画課へ事務局から報告させていただくことになります。 

       なお、前回も申し上げましたが、申出者の買取り希望価格につきましては

、知りたい委員、いらっしゃいましたら、後ほど事務局までお越しいただけ

ればと思います。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、斡旋の内容について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、斡旋のある期限までに報告していただきたいと思いま

すが、ご異議ございませんでしょうか。 
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         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、そのようにお願いいたします 

       続きまして、生産緑地番号９６について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

【主幹兼管理係長】 それでは、生産緑地番号９６でございます。所在地は、今里■■■

■■■■■、現況、畑、登記簿地目、田、面積、■■■平米、ほか１筆、議

案書のとおりでございます。案内図及び現地の写真につきましては、先ほど

と同じ資料１１－１を御覧ください。令和６年１０月３日付で、市に対して

、現在の土地所有者より、この生産緑地の買取り申出がされましたが、市で

は買い取らないことが決定されました。その後、市から農業委員会に対して

斡旋の協力依頼が来ているところでございます。斡旋につきましては、まず

委員の皆様、また、周囲、地区の方に情報提供をしていただきまして、買取

りを希望される方がいらっしゃいましたら、議案書にありますとおり、令和

６年１２月２６日の木曜日までに事務局へご連絡くださるようお願いいたし

ます。その結果を翌２７日の金曜日に、都市計画課へ事務局から報告させて

いただくことになります。 

       買取り希望価格につきましても、先ほどと同じように、もし知りたい方が

いらっしゃいましたら、後ほど事務局のほうまでお越しいただければと思い

ます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、斡旋の内容について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、斡旋のある期限までに報告していただきたいと思いま

す。ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、そのようにお願いいたします 

       続きまして、生産緑地番号２３２について、事務局から説明をお願いいた

します。 

【主幹兼管理係長】 それでは、生産緑地番号２３２でございます。所在地は、杉久保北
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■■■■■■■■、現況、畑、登記簿地目、畑、面積、■■■■■平米のう

ち■■■■■■平米、議案書のとおりでございます。案内図及び現地の写真

につきましては、資料１２－１を御覧ください。こちらも令和６年１０月３

日付で、市に対して、現在の土地所有者より、生産緑地の買取り申出がされ

ましたが、市では買い取らないことが決定されました。その後、市から農業

委員会に対して斡旋の協力依頼が来ているところでございます。こちらにつ

きましても、買取りを希望される方がいらっしゃいましたら、１２月２６日

の木曜日までに事務局へご連絡くださるようお願いいたします。 

       買取り希望価格につきましても、先ほどと同様、知りたい委員がいらっし

ゃいましたら、後ほど事務局のほうまでお越しいただければと思います。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、斡旋の内容について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、斡旋のある期限までに報告していただきたいと思いま

すが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、そのようにお願いいたします 

       次に、議案書２２から２３ページ、（５）農地転用届出による専決処分に

ついて を案件といたします。 

       ２２ページの農地法第４条の１件、２３ページの第５条の６件について、

事務局から一括して説明をお願いいたします。 

【主  事】 市街化区域内の農地転用の届出の専決処分です。 

       議案書２２ページを御覧ください。こちらは農地法第４条第１項第７号の

規定による届出です。届出期間につきましては、令和６年１０月１日から１

０月３１日まで、受付番号３３の１件で、畑が２５１平米、合計、２５１平

米でございます。 

       続いて、議案書２３ページを御覧ください。こちらは農地法第５条第１項

第６号の規定による届出でございます。届出期間は、同じく、令和６年１０

月１日から１０月３１日まで、受付番号８１から８６の６件で、田が３００
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平米、畑が８０６．１８平米で、合計が１，１０６．１８平米でございます

。これらにつきまして、専決処分で受理したことを一括してご報告いたしま

す。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、一括して質疑をお受けいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して了承とさせていただきたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、一括して了承といたします。 

       次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 事務局からは。 

【事務局長】 ございません。 

【議  長】 ないようですので、本日の定例総会は終了といたします。 

       ２番委員から閉会のご挨拶をお願いいたします。 

【２番委員】 大変慎重審議を賜りまして、ありがとうございました。 

       以上をもちまして、令和６年第１１回定例総会を閉会とさせていただきま

す。ありがとうございました。 

― 了 ― 

 


